
 - 1 - 

岡吉総第３４号 

物品調達等に係る一般競争入札（条件付）公告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定により、次のとおり一

般競争入札（条件付）を実施する。 

 

 令和７年８月２８日 

                         岡山県古代吉備文化財センター 

所 長   奥 山 修 司 

１ 入札に付する事項 

 (1) 借上物品の名称 

測量機器（トータルステーション、レーザーレベル他） 

 (2) 借上物品の規格・数量等 

    仕様書のとおり 

 (3) 借上期間 

   令和７年１０月１日～令和８年５月３１日 ８箇月（長期継続契約） 

(4) 納入期日  

   令和７年１０月１日（水） 

 (5) 借上場所 

   高梁川発掘調査現場事務所（倉敷市船穂町柳井原２３２３－１） 

 (6) 入札の方法 

落札決定に当たっては、入札金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもっ

て落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を

入札金額とすること。 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

  入札の公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件の全てを満たしてい

ること。 

(1)  岡山県物品の売買、修理等及び役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平

成１９年岡山県告示第３３２号。以下「審査要領」という。）第８条第２項の規定に

より公表されている入札参加資格を認定された事業者の名簿（以下「入札参加資格者

名簿」という。）に登載されていること。 

(2)  入札参加資格者名簿上の住所が岡山県内で、物品の売買、修理等に係る業務種目が

「大分類９．その他 小分類 １２．レンタル・リース類」であり、格付区分が「Ａ

又はＢ」であること。 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者 

  でないこと。 

(4) 審査要領第１０条第１項の規定による入札参加の停止の措置を物品の売買、修理等
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に関して受けていないこと。 

(5)  岡山県物品の売買、修理及び役務の提供の契約に係る入札参加除外等要領の規定に

よる入札参加除外の措置を物品の売買、修理等に関して受けていないこと。 

(6) 岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外の措置を受けていない

こと。 

(7) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされ

ていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申

立てがなされていない者。ただし、更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受

けている者は、その申立てがなされていない者とみなす。 

 

３ 契約条項を示す場所等、仕様書等の交付場所及び問い合わせ先 

   〒７０１－０１３６ 岡山市北区西花尻１３２５－３ 

    岡山県古代吉備文化財センター 総務課 

    ＴＥＬ  ０８６－２９３－３２１１  ＦＡＸ  ０８６－２９３－０１４２ 

    Ｅメール kodai@pref.okayama.lg.jp 

 

４ 入札・開札の日時及び場所 

(1) 日 時   令和７年９月１２日（金）１０時００分 

 (2) 場 所   岡山県古代吉備文化財センター ミーティング室 

 

５ 入札の実施スケジュール 

項 目 

 

日時及び提出・送付期限 

 

提 出 書 類 

（事業者→県へ） 

送 付 書 類 

（県→事業者へ） 

入札説明書等の 

交付期間 

令和７年８月２８日（木）から 

令和７年９月５日（金）まで 

県ＨＰからダウンロード可能 

  

仕様等に対する質

問受付期限 

令和７年９月８日（月） 

１２時００分まで 

仕様等に対する質問・回答書

（別紙①） 

 

 

入札参加申出書 

提出期限 

令和７年９月８日（月） 

１５時００分まで 

一般競争入札（条件付）参加

申出書（別紙②） 

 

 

不適合通知期限 

 

令和７年９月９日（火） 

 

 

 

不適合通知 

(不適合の場合のみ) 

入札・開札の日時 令和７年９月１２日（金） 

１０時００分 

 

入札書（別紙④）（右上「１

回目」と記入があるもの） 

（代理人が入札する場合） 

委任状（別紙③） 

 

再度入札・開札日時

及び再々度入札・開

札日時 

令和７年９月１２日（金） 

１０時００分の入札・開札に続け

て行う。 

入札書（別紙④）（再度入札

については右上「２回目」と

記載があるもの、再々度入札

については右上「３回目」と

記載があるもの） 
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６ 一般競争入札（条件付）参加申出書の提出 

 （１）この一般競争入札（条件付）に参加を希望する者は、次の必要書類を提出しなけ 

   ればならない。 

    一般競争入札（条件付）参加申出書（別紙②） 

 （２）（１）に記載する書類の提出場所は、上記３「契約条項を示す場所等、仕様書等

の交付場所及び問い合わせ先」の場所とする。 

 （３）（１）に記載する書類の提出期限は、上記５「入札の実施スケジュール」の「入 

   札参加申出書提出期限」のとおり。 

 （４）入札者は、契約担当者から提出した書類等に関し説明を求められた場合には、そ 

   れに応じなければならない。 

 （５）入札に参加できる者は、提出された書類の事前審査に合格した者に限る。 

ただし、仕様上の審査が必要となる場合には、開札後、落札決定を保留し、審査

を行う。 

事前審査の結果は、不適合の場合のみ、上記５「入札の実施スケジュール」の「不

適合通知期限」までに通知する。 

   

７ 入札・開札 

  入札に参加する者は、入札書（別紙④）を日時厳守の上、下記のとおり提出しなけれ 

ばならない。 

（１）入札書の記載方法 

ア 入札金額は、調達物品の本体価格のほか、輸送費及び仕様書等に記載する作業等

納入に要する一切の諸経費を含めた額とする。 

なお、落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の１００分の１０に相当す

る額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１

０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

イ 代理人が入札する場合は、委任状（別紙③）を提出しなければならない。 

また、入札書には代表者の氏名又は名称若しくは商号、並びに当該代理人の氏

名等を記入して、受任印を押印（外国人の署名を含む。以下同じ。）しなければな

らない。 

ウ 入札者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、訂正部分について押印をしなけ

ればならない。 

なお、入札金額の訂正は認めない。 

（２）その他 

ア 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができな

い。 

イ 契約担当者は、入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札

を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、入札を延期し、又

はこれを中止することがある。 
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８ 入札の無効 

  次の入札は無効とする。 

 （１）上記２「入札に参加する者に必要な資格」に示した資格のない者の提出した入札書 

（２）入札者に要求される事項を満たしていない者の提出した入札書 

（３）この一般競争入札（条件付）に関する入札公告及び入札説明書に示した諸条件に

違反した者の提出した入札書 

 （４）その他岡山県財務規則（昭和６１年岡山県規則第８号）第１４０条の各号に掲げ 

   る入札書 

  

９ 落札者の決定方法 

（１）岡山県財務規則第１３７条第１項の規定により決定された予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 

（２）落札候補者がない場合にはその場で再度入札を以下のとおり行う。 

ア 再度入札・開札日時 

上記５「入札の実施スケジュール」の「再度入札・開札日時及び再々度入札

・開札日時」中、「期間・期日」のとおり。 

（３）再度入札をしても落札候補者がいない場合における再々度入札は以下のとおり

とする。 

ア 再々度入札・開札日時 

上記５「入札の実施スケジュール」の「再度入札・開札日時及び再々度入札

・開札日時」中、「期間・期日」のとおり。 

（４）落札候補者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該

入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。この場合において、

当該入札の開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代

えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札候補者を決定するものとす

る。 

（５）落札候補者が決定した後、落札決定を保留する。 

（６）落札決定は、落札候補者の提出した申出書等の内容が入札参加資格要件及び入

札に関する条件に適合していることを審査した後に行う。 

    なお、審査に１週間程度を要する場合もある。 

（７）入札者及び落札者の名称並びに入札金額を公表する。 

 

10 入札保証金 

  岡山県財務規則第１３１条及び第１３３条の規定による。 

 

11  契約書作成の要否 

 要（参考①） 
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12 契約保証金 

    岡山県財務規則第１５３条及び第１５５条の規定による。 

 

13 その他 

（１）本公告に示した物品を確実に納入し、当該物品の納入後、保守、点検、修理その他

のアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供すること。 

（２） 落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書（参考②）

を提出しなければならない。なお、この誓約書を提出しないときは、当該契約の締結

を拒んだものとみなすので留意すること。   

（３） 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成 17 年岡山県条例第

37号）第２条第１号ハ（計測機器）に該当する契約であるため、令和７年度以降に岡

山県の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は契約を解除すること

がある。   


